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○
総
務
省
令
第

号

地
方
特
例
交
付
金
等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
令
和
八
年
度
分
の
地
方
特
例
交
付
金
の
交
付
額
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
四
月

日

総
務
大
臣

林

芳
正

令
和
八
年
度
分
の
地
方
特
例
交
付
金
の
交
付
額
の
特
例
に
関
す
る
省
令

（
交
付
額
の
特
例
）

第
一
条

令
和
八
年
四
月
に
お
い
て
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地
方
特
例
交
付
金
の
額
は
、
地
方
特
例
交
付
金

等
の
地
方
財
政
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
令
和
七
年
度
分
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
減
収
補
塡
特
例
交
付
金
（
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
。
以
下
「
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
減
収
補
塡
特
例
交
付
金
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
額
に
〇
・
四
六
九
八
六
九
二
四
三
九
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
共
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
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当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
八
年
度
に
お
い
て
交
付
す
べ
き
地
方
特
例
交
付
金
の
額
が

令
和
七
年
度
分
の
地
方
特
例
交
付
金
の
額
に
比
し
て
著
し
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
地
方
公
共
団
体
又
は
当

該
年
度
に
お
い
て
地
方
特
例
交
付
金
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
当
該

交
付
す
べ
き
額
の
全
部
又
は
一
部
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

都
道
府
県

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

算
式

Ａ
×
α

＋
Ｂ

×
β
＋

Ｃ
×
γ

算
式
の

符
号

Ａ
普

通
交
付
税

に
関
す
る
省

令

（昭
和
3
7
年

自
治

省
令

第
1
7
号

以
下

「普
通
交

付
税
省
令

」と
い
う

）第
2
3
条

。
。

の
２
に
定

め
る
軽

油
引
取
税
に

係
る

当
該

都
道

府
県

の
令

和
７

年
度

の
基

準
税
額

Ｂ
普
通
交
付
税

省
令
第

2
4
条
第

２
項

に
定

め
る

自
動

車
税

の
環

境
性
能

割
に

係
る
当

該
都

道
府

県
の

令
和
７

年
度

の

基
準

税
額

Ｃ
普
通
交
付

税
省
令

第
2
9
条
に

定
め

る
地

方
揮

発
油

譲
与

税
に

係
る

当
該

都
道

府
県

の
令
和
７

年
度
の

基
準

税
額
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α
0
.
3
1
8
2
6
2
5
8
3
6

β
0
.
68
0
3
2
3
3
7
1
7

γ
0
.
06
9
6
9
3
1
4
2
9

二

指
定
市
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
市
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

算
式

Ａ
×
α

＋
Ｂ

×
β
＋

Ｃ
×
γ
＋

Ｄ
×
δ

算
式
の

符
号

Ａ
普

通
交
付
税

省
令
第

3
3
条
第
２

項
に

定
め

る
軽

自
動
車

税
の

環
境

性
能
割

に
係
る

当
該

指
定

市
の

令
和
７

年
度

の

基
準
税
額

Ｂ
普
通
交
付
税

省
令
第

3
8
条
に

定
め

る
軽

油
引

取
税

交
付

金
に

係
る
当

該
指

定
市
の

令
和
７
年

度
の
基

準
額

Ｃ
普
通
交
付
税

省
令
第

3
8
条
の

２
第

１
号

に
定

め
る

環
境

性
能

割
交
付

金
に

係
る
当

該
指

定
市

の
令

和
７
年

度
の

基

準
額
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Ｄ
普
通
交
付

税
省
令

第
3
9
条
に

定
め

る
地

方
揮

発
油

譲
与

税
に

係
る

当
該

指
定
市

の
令

和
７

年
度
の

基
準

税
額

α
0
.
58
2
3
9
7
9
0
9
5

β
0
.
31
8
2
6
2
5
8
3
6

γ
0
.
68

0
3
2
3
3
7
1
7

δ
0
.
06

9
6
9
3
1
4
2
9

三

指
定
市
以
外
の
市
町
村

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

算
式

Ａ
×
α

＋
Ｂ
×
β
＋

Ｃ
×
γ

算
式
の

符
号

Ａ
普

通
交
付
税

省
令
第

3
3
条
第
２

項
に

定
め

る
軽

自
動
車

税
の

環
境

性
能
割

に
係
る

当
該
市
町

村
の
令
和

７
年

度
の

基
準

税
額

Ｂ
普
通
交
付
税

省
令
第

3
8
条
の

２
第

２
号

に
定

め
る

環
境

性
能

割
交
付

金
に

係
る
当

該
市
町

村
の
令
和

７
年

度
の
基

準
額
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Ｃ
普
通
交
付

税
省
令

第
3
9
条
に

定
め

る
地

方
揮

発
油

譲
与

税
に

係
る

当
該

市
町
村

の
令

和
７

年
度
の

基
準

税
額

α
0
.
58
2
3
9
7
9
0
9
5

β
0
.
68
0
3
2
3
3
7
1
7

γ
0
.
06

9
6
9
3
1
4
2
9

四

特
別
区

次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
額

算
式

Ａ
×
α

×
α

＋
Ｂ
×
β
×

β
＋Ｃ

×
γ

×
γ

'
'

'

算
式
の

符
号

Ａ
普

通
交
付
税

省
令
第

3
3
条
第
２

項
に

定
め

る
軽

自
動
車

税
の

環
境

性
能
割

に
係
る

特
別

区
の

令
和

７
年
度

の
基

準

税
額

Ｂ
普
通
交
付
税

省
令
第

3
8
条
の

２
第

２
号

に
定

め
る

環
境

性
能

割
交
付

金
に

係
る
特

別
区

の
令

和
７

年
度
の

基
準

額

Ｃ
普
通
交
付
税

省
令
第

3
9
条
に

定
め

る
地

方
揮

発
油

譲
与

税
に

係
る
特

別
区

の
令
和

７
年

度
の

基
準

税
額

α
別
表
第
１

に
定
め

る
各

特
別
区

ご
と

の
率
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α
0
.
5
8
2
3
9
7
9
0
9
5

'

β
別
表
第
２

に
定
め

る
各
特
別

区
ご

と
の

率

β
0
.
6
8
0
3
2
3
3
7
1
7

'

γ
別
表
第

３
に
定

め
る
各
特
別

区
ご

と
の

率

γ
0
.
0
6
9
6
9
3
1
4
2
9

'

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
度
特
別
会
計
暫
定
予
算
に
よ
り
同
年
度
の
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の

予
算
に
計
上
さ
れ
た
地
方
特
例
交
付
金
の
額
と
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
地

方
特
例
交
付
金
の
額
の
合
算
額
と
の
間
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
前
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
最
も
大

き
い
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
地
方
特
例
交
付
金
の
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
。

（
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
交
付
額
の
算
定
）

第
二
条

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
令
和
八
年
四
月
一
日
以
前
一
年
内
及
び
同
年
四
月
二
日
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す

べ
き
額
が
交
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
地
方
公
共
団
体
の
廃
置
分
合
又
は
境
界
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
の
算
定
に

用
い
る
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
、
基
準
額
又
は
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
減
収
補
塡
特
例
交
付
金
の
額
（
以
下
こ
の
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条
に
お
い
て
「
基
準
税
額
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
全
部
が
他
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
廃
置

分
合
前
の
関
係
地
方
公
共
団
体
に
係
る
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
等
の
合
算
額
を
も
っ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
新
た

に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
同
年
度
の
基
準
税
額
等
と
す
る
。

二

廃
置
分
合
に
よ
り
一
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
が
分
割
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
分
割
さ
れ
た
区
域
に
係
る
令
和
七
年

度
の
基
準
税
額
等
は
、
当
該
廃
置
分
合
前
の
地
方
公
共
団
体
の
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
等
を
、
当
該
廃
置
分
合
に
よ
り

分
割
さ
れ
た
区
域
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方
公
共
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
令
和
七
年
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し

た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
算
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
基
準
税
額
等
に
按
分
し
た
額
と
す
る
。

あ
ん

三

境
界
変
更
に
よ
り
一
の
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
区
域
を
減
じ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
令
和
七
年
度
の

基
準
税
額
等
は
、
当
該
境
界
変
更
前
の
地
方
公
共
団
体
に
係
る
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
等
か
ら
当
該
額
を
当
該
境
界
変

更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
及
び
そ
の
区
域
を
除
い
た
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
そ
れ
ぞ
れ
を
基
礎
と
す
る
独
立
の
地
方

公
共
団
体
が
令
和
七
年
四
月
一
日
に
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て

算
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
基
準
税
額
等
に
按
分
し
た
額
の
う
ち
、
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
除
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い
た
額
と
し
、
新
た
に
そ
の
区
域
が
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
地
方
公
共
団
体
の
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
等
は
、
そ
の
地

方
公
共
団
体
に
係
る
令
和
七
年
度
の
基
準
税
額
等
に
当
該
境
界
変
更
に
よ
り
減
ず
る
区
域
に
係
る
按
分
額
を
加
え
た
額
と

す
る
。

（
端
数
計
算
）

第
三
条

前
二
条
の
場
合
に
お
い
て
、
算
定
の
過
程
及
び
算
定
し
た
額
に
五
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
、
五
百
円
以
上
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
千
円
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
こ
の
省
令
の
失
効
）

第
二
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
度
当
初
予
算
の
成
立
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
失
効
前
の
こ
の
省
令
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
は
、
地
方
交
付
税
法
等
改
正
法
附
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
み
な
す
。
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（
地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
方
特
例
交
付
金
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第

号
）
附
則
第
七
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、

令
和
八
年
度
の
地
方
特
例
交
付
金
総
額
の
二
分
の
一
の
額
と
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
各
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て

交
付
す
べ
き
地
方
特
例
交
付
金
の
額
の
合
算
額
と
の
間
に
差
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
額
の
最
も
大
き
い
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
地
方
特
例
交
付
金
の
額
に
加
算
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
る
。

別
表
第
一

区
分

率

千
代
田

区
0
.
0
0
5
7
7
2
2
6
8
6

中
央

区
0
.
0
0
9
3
5
1
5
9
5
5

港
区

0
.
0
1
3
8
2
2
9
6
6
4

新
宿

区
0
.
0
21
5
0
5
6
9
6
1
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文
京

区
0
.
0
12
6
0
7
5
5
6
4

台
東
区

0
.
0
15
1
8
3
3
3
3
6

墨
田
区

0
.
0
25
5
4
5
9
1
2
4

江
東
区

0
.
0
4
5
8
0
6
4
6
3
6

品
川
区

0
.
0
3
0
4
3
3
5
7
0
6

目
黒
区

0
.
0
1
6
9
5
6
2
7
1
3

大
田
区

0
.
0
8
4
4
5
7
9
9
0
3

世
田
谷

区
0
.
0
8
4
4
4
3
1
2
2
9

渋
谷
区

0
.
0
1
4
8
7
1
1
1
8
2

中
野
区

0
.
0
2
5
6
7
2
2
8
5
3

杉
並

区
0
.
0
5
5
6
9
3
2
8
5
5

豊
島

区
0
.
0
2
0
4
7
9
8
4
5
4

北
区

0
.
0
33
3
2
8
9
9
7
0



- 11 -

荒
川

区
0
.
0
19
8
6
6
5
6
5
1

板
橋
区

0
.
0
66
1
6
3
6
5
2
9

練
馬
区

0
.
1
08
0
0
0
5
2
0
3

足
立
区

0
.
1
2
2
4
0
7
0
3
2
2

葛
飾
区

0
.
0
7
0
6
3
5
0
2
3
9

江
戸
川

区
0
.
0
9
6
9
9
4
9
2
6
5

別
表

第
二

区
分

率

千
代
田

区
0
.
0
2
1
7
8
9
8
2
5
1

中
央
区

0
.
0
2
7
5
0
7
6
4
9
8

港
区

0
.
0
3
1
9
2
9
4
3
7
3

新
宿

区
0
.
0
3
4
7
4
9
0
5
8
5

文
京

区
0
.
0
19
3
9
1
8
1
4
6



- 12 -

台
東

区
0
.
0
24
9
2
9
4
6
9
6

墨
田
区

0
.
0
27
4
5
1
1
6
1
7

江
東
区

0
.
0
48
7
7
8
1
4
8
9

品
川
区

0
.
0
3
8
6
3
9
6
7
5
7

目
黒
区

0
.
0
2
7
2
8
7
1
6
4
0

大
田
区

0
.
0
7
4
5
9
3
2
0
6
0

世
田
谷

区
0
.
0
9
1
9
4
5
0
7
1
8

渋
谷
区

0
.
0
2
9
0
5
9
4
7
7
9

中
野
区

0
.
0
3
0
7
9
8
3
0
8
8

杉
並
区

0
.
0
5
3
5
0
0
5
9
8
8

豊
島

区
0
.
0
3
1
4
2
2
6
3
8
9

北
区

0
.
0
3
3
6
5
1
8
6
8
5

荒
川

区
0
.
0
20
1
2
6
8
4
3
1



- 13 -

板
橋

区
0
.
0
58
1
6
1
3
2
1
8

練
馬
区

0
.
0
73
6
0
2
1
5
8
9

足
立
区

0
.
0
75
0
4
3
7
4
4
1

葛
飾
区

0
.
0
4
9
6
1
5
9
0
3
8

江
戸
川
区

0
.
0
7
6
0
2
5
4
5
2
4

別
表

第
三

区
分

率

千
代
田

区
0
.
0
2
1
5
3
7
8
7
7
3

中
央
区

0
.
0
2
7
1
6
6
2
0
4
9

港
区

0
.
0
3
1
6
7
0
4
8
1
8

新
宿

区
0
.
0
3
4
8
5
4
2
4
5
7

文
京

区
0
.
0
1
9
4
5
0
9
5
2
5

台
東

区
0
.
0
24
8
9
8
6
6
6
5



- 14 -

墨
田

区
0
.
0
27
4
0
1
2
4
1
9

江
東
区

0
.
0
48
9
9
7
7
2
8
9

品
川
区

0
.
0
38
6
8
5
7
0
6
9

目
黒
区

0
.
0
2
7
3
7
9
1
1
3
7

大
田
区

0
.
0
7
4
5
8
7
4
5
1
8

世
田
谷

区
0
.
0
9
2
0
1
6
6
6
7
7

渋
谷
区

0
.
0
2
9
0
4
5
3
0
4
4

中
野
区

0
.
0
3
0
9
6
6
8
6
6
1

杉
並
区

0
.
0
5
3
7
5
4
0
8
7
4

豊
島
区

0
.
0
3
1
5
2
3
6
5
8
4

北
区

0
.
0
3
3
6
1
5
9
6
5
8

荒
川

区
0
.
0
2
0
1
6
1
7
4
4
9

板
橋

区
0
.
0
58
0
5
8
3
1
3
7



- 15 -

練
馬

区
0
.
0
73
7
0
6
8
1
0
8

足
立
区

0
.
0
75
0
7
0
3
8
4
0

葛
飾
区

0
.
0
49
5
4
5
5
5
0
4

江
戸
川
区

0
.
0
7
5
9
0
4
9
7
4
5


